
証券コード　8167
平成28年５月11日

株　主　各　位
山 口 県 防 府 市 大 字 江 泊 1 9 3 6 番 地
株 式 会 社リテールパートナーズ
代表取締役社長 田 中 康 男

第63期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　また、このたびの熊本地震により被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も
早い復興を心からお祈り申しあげます。
　さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通
知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、平成28年５月25日（水曜日）午後６時までに到着するようにご返送くださいま
すようお願い申しあげます。

敬　具
記

1. 日 時 平成28年５月26日(木曜日)　午前10時
2. 場 所 山口県山口市小郡黄金町１番１号

山口グランドホテル　２階　「孔雀の間」
 (末尾記載の会場ご案内図をご参照ください）

3.　会議の目的事項
◎報告事項 1.　第63期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

2.　第63期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）
計算書類の内容報告の件

◎決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役７名選任の件
第４号議案 監査役補欠者１名選任の件

以　上
●本株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申しあげます。
●株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、修正をすべき事情が生

じた場合は、当社ホームページ（http://www.retailpartners.co.jp）に掲載することにより、お
知らせいたします。
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添付書類
事 業 報 告

(平成27年 3 月 1 日から
平成28年 2 月29日まで)

1.　企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府や日銀による経済政策等により企業収益の回復や雇
用情勢の改善が見られ緩やかに景気は回復してきましたが、個人消費につきましては、中国など海
外経済の減速懸念、円安による物価の上昇や消費税率引き上げ後の節約志向等から先行き不透明な
状況が続きました。
　小売業界におきましては、消費税率引き上げ後の反動減以降は、食料品を中心に持ち直しが見ら
れたものの個人消費の回復までには至らず、加えて業種・業態を超えた厳しい競争、仕入価格の上
昇や人手不足など依然厳しい経営環境となっております。
　このような状況のなか、当社グループは平成27年７月１日に経営統合を行い、「株式会社リテー
ルパートナーズ」のもと、「株式会社丸久」及び「株式会社マルミヤストア」を中心とした新しい
企業グループとしてスタートしました。現在、統合によるシナジー効果を生むため、両社間で経営
統合委員会を設置し、店舗運営の効率化、什器備品や資材調達コストの削減、人材の育成などに取
り組んだ結果、一定の成果を上げております。
　なお、当連結会計年度より、株式会社マルミヤストアとの株式交換により、同社及びその連結子
会社である株式会社アタックスマートと株式会社マルミヤ水産の３社を連結の範囲に含めておりま
すが、この３社のみなし取得日を平成27年８月末日としているため、貸借対照表は平成27年８月
末日より連結し、損益計算書は平成27年９月１日より連結しております。
　これらの結果、当連結会計年度の業績は以下のとおりとなりました。
　営業収益は1,159億円（前年同期比31.8％増）、営業利益は44億８百万円（前年同期比26.5％
増）、経常利益は46億32百万円（前年同期比18.4％増）となりました。また、投資有価証券売却
益や負ののれん発生益など28億94百万円を特別利益に計上する一方、固定資産除却損や減損損失
など11億22百万円を特別損失に計上したため、当期純利益は42億87百万円（前年同期比83.8％
増）となりました。

＜セグメント別の状況＞
　セグメント別の営業の状況は以下のとおりです。
　なお、当連結会計年度より、報告セグメントにおいて、新たに「ディスカウントストア事業」を
加えるとともに、従来の「小売業」を「スーパーマーケット事業」に名称変更しております。
　また、前年同期比については、変更後のセグメント区分に基づき算定しております。
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①　スーパーマーケット事業
　株式会社丸久は、当連結会計年度を「中四国・九州地域の食品スーパーマーケットで一番企業
を目指すスタートの年」と位置づけ、株式会社マルミヤストアとの経営統合を進める一方、「店
づくり」、「商品づくり」、「人づくり」、「ファンづくり」を営業の柱とし、地域のお客様か
ら支持されるため様々な施策を実施しました。戦略店舗アルクを中心に、季節ごとに重点商品を
売り込む52週マーチャンダイジングの推進、「木曜日のカテゴリー割引」など曜日別サービスの
強化と、月間販促の「ぶっ通し得だ値企画」や「スイーツ企画」、「厚切り企画」などの販売促
進による来店頻度の向上を目指しました。また、平成27年10月まで地区別に導入し、全店でサ
ービスを開始した電子マネー「マルカ」カードは、従来のポイントカードからの切り換えや新規
発行を行った結果、導入初年度で目標とした稼働率30％を一気に達成しました。高齢化が進むな
か、これまで取り組んできたお買い物支援宅配サービスの「マルキュウらくらく便」に加え、移
動販売サービス「いくまる号」の運行を山口県防府市でスタートしました。さらに、今後の成長
戦略に対処すべく、物流システムの再構築にも取り組みを開始しました。社会貢献事業としては、
食育活動やサッカー教室など地域の子供たちの育成支援や「食」を通じた健康セミナーの開催、
行政と結ぶ地域活性化包括連携協定も山口県と11市１町となった他、地産地消の推進や高齢者見
守り協定締結など地域との連携をさらに深めました。
　株式会社中央フードは、鮮度・品質管理基準の見直しを図り、鮮度管理の徹底を行うとともに、
青果部門を集客部門と位置づけ、競合店舗に負けない価格設定を行いました。また、惣菜部門の
商品力を強化し、生鮮部門全体の底上げを図りました。販売促進においては、曜日別販促サービ
スの見直しを行い、株式会社丸久と連動して電子マネー「マルカ」カードを導入しました。
　株式会社マルミヤストアは、「全従業員お客様目線の徹底・お客様に喜んでいただくために」
を当連結会計年度のスローガンに掲げ、①既存店売上高前年比100％、②生鮮惣菜売上高構成比
50％、③生産性の向上、④中長期的な成長に向けての人財の育成、⑤法令・規程・マニュアルの
遵守、⑥経営統合効果をお客様のために発揮するなどの６項目を達成課題と捉え、様々な施策に
取り組んでまいりました。営業面におきましては、「安心・安全」、「味・品質」にこだわり、
お客様へ価値ある商品をお届け出来るよう、青果部門・精肉部門・鮮魚部門が、それぞれ産地の
開拓と商品の開発に注力しました。
　店舗展開におきましては、株式会社丸久は、山口県全域と広島県西部、福岡県北九州市及び島
根県西部に食品スーパーマーケットを展開し、平成27年10月に丸久赤妻店（山口県山口市）、
同年11月にアルク玖珂店（山口県岩国市）を新規開設し、同年８月に丸久西岩国店（山口県岩国
市）、平成28年２月にアルク山口店（山口県山口市）を建替えのため休業し、平成27年６月に
丸久川下楠店（山口県岩国市）、平成28年１月にピクロス岩田店（山口県光市）を閉鎖したた
め、店舗数は81店舗（うち「アルク」は40店舗）となりました。株式会社中央フードは、山口
県東部を中心に食品スーパーマーケットを展開し、平成27年10月に中央フード平田店（山口県
岩国市）を改装、同年９月に中央フード由宇店（山口県岩国市）を閉鎖したため、店舗数は８店
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舗となっております。また、株式会社マルミヤストアは、大分県を中心に、福岡県、熊本県、宮
崎県に食品スーパーマーケットを展開し、平成27年７月にマルミヤストア湯布院店（大分県由布
市）を新規開設、また、既存店舗の活性化を目的に、平成27年12月にマルミヤストア大牟田店
（福岡県大牟田市）、平成28年２月にマルミヤストア戸次店（大分県大分市）及びマミーズマー
ケット出北店（宮崎県延岡市）を改装し、平成27年10月にマルミヤストア玉名店（熊本県玉名
市）を閉鎖したため、店舗数は41店舗となりました。これらにより、スーパーマーケット事業に
おける店舗数は130店舗となりました。
　以上の結果、スーパーマーケット事業におきましては、営業収益1,090億45百万円（前年同期
比24.4％増）、営業利益40億95百万円（前年同期比25.2％増）となりました。

②　ディスカウントストア事業
　株式会社アタックスマートは、エブリデイロープライスをより強固なものとするため、国東店
（大分県国東市）に省エネ対応工事を行い、環境負荷の低減と経費削減を図ったほか、全店への
自動発注システムの導入と、売上代金及び両替金の集配金業務の外部委託化による店舗作業の効
率化に伴う経費の削減を図る一方で、管理面におけるリスクの回避も行っております。
　店舗展開におきましては、平成27年７月にアタックスマート田野店（宮崎県宮崎市）を新規開
設し、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県で22店舗となっております。
　以上の結果、ディスカウント事業におきましては、営業収益66億34百万円、営業利益１億16
百万円となりました。

③　その他事業
　弁当惣菜の製造販売業を行う株式会社四季彩は、丸久グループにあってスーパーマーケット事
業をサポートし、当連結会計年度においても、新商品開発や主力商品のブラッシュアップなどに
より出荷額を大きく伸ばしました。具体的には、店舗サポートのためのキット商品の開発強化と、
四季彩が製造する主力巻寿司の売り場構成比100％を目標に商品開発を行うとともに、コンビニ
エンスストアに対抗したチルド商品の開発と育成を年間で取り組み、和惣菜においては「だし」
と「減塩」をテーマに「味と健康」にこだわった商品開発を進めてまいりました。これらの結果、
主力の弁当、寿司を中心にすべてのクラスで売り上げが伸びたため、利益額も大きく伸長すると
同時に管理面においても、稼働率の向上など生産性を高めるとともに営業消耗品や節電など経費
の削減を進めてまいりました。
　保険代理業の株式会社丸久保険サービスは、社員教育とコンプライアンスの徹底を図り、新規
顧客の獲得や営業力強化による顧客満足度の向上を目指しました。
　以上の結果、その他事業におきましては、営業収益56億８百万円（前年同期比12.1％増）、
営業利益３億28百万円（前年同期比48.6％増）となりました。
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　なお、部門別の業績は次のとおりであります。
(単位　千円)

部 門 当 連 結 会 計 年 度
売 上 高

対前連結会計年度
増 減 率

生 鮮 食 品 50,310,850 28.5 ％
加 工 食 品 51,203,423 21.4
住 居 関 連 品 10,892,764 183.4
衣 料 品 ・ そ の 他 1,473,778 62.7
合 計 113,880,816 32.3

⑵　設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は19億65百万円であり、その主なものは、スーパ
ーマーケット事業における新店舗の開設と既存店の改装、ディスカウントストア事業における新店
舗の開設などによるものであります。

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度中の資金調達につきましては、自己資金、借入金及びリース契約により調達いた
しました。

⑷　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　当社は、平成27年７月１日付にて、当社の完全子会社である株式会社丸久分割準備会社（平成27
年３月９日設立）を吸収分割承継会社として、当社を持株会社化するために必要な一部の機能を除
く一切の事業に関する権利義務を株式会社丸久分割準備会社に承継させる吸収分割を行い、当社を
持株会社とする体制に移行しております。
　また、同日付にて当社はその商号を「株式会社リテールパートナーズ」に、株式会社丸久分割準
備会社はその商号を「株式会社丸久」に、それぞれ変更しております。

⑸　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑹　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　⑷　に記載のとおりです。
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⑺　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　当社は、平成27年７月１日付で、当社を株式交換完全親会社、株式会社マルミヤストアを株式交
換完全子会社とする株式交換を実施し、株式会社マルミヤストアを完全子会社としております。
　また、当社の子会社である株式会社丸久は、平成28年２月24日付で、当社の子会社である株式
会社四季彩の株式を追加取得し、完全子会社としております。

⑻　財産及び損益の状況の推移

期　別
区　分

第　60　期
(平成25年２月期)

第　61　期
(平成26年２月期)

第　62　期
(平成27年２月期)

第　63　期
(平成28年２月期)
(当連結会計年度)

営 業 収 益(千円) 83,184,245 84,810,139 87,942,543 115,900,866

売 上 高(千円) 81,420,894 83,052,686 86,088,342 113,880,816

経 常 利 益(千円) 3,722,396 3,849,236 3,911,342 4,632,771

当 期 純 利 益(千円) 2,256,522 1,839,705 2,332,480 4,287,857

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 92.70 75.46 95.55 168.60

総 資 産(千円) 36,634,238 37,254,469 41,316,333 52,029,423

純 資 産(千円) 16,668,808 18,541,415 21,183,430 25,815,294

自 己 資 本 比 率 (％) 44.7 48.9 50.4 49.6
　（注）　１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

⑼　対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、不安定な海外経済情勢に加え、消費税増税問題が目前に迫り、個
人消費の回復は依然不透明な状況が続くものと予測されます。
　当社グループでは、主力事業であるスーパーマーケット事業において、各事業会社がシェアの拡
大や営業力強化を図ります。これによりそれぞれが地域で高いシェアを維持し、強いローカルスー
パーマーケット連合とし、持続的成長を実現し、企業価値の向上に努めてまいります。また、法令
の遵守をはじめとした企業行動規範の徹底など、企業の社会的責任を果たしてまいります。
　次期の連結業績の見通しにつきましては、営業収益1,359億円（前年同期比17.3％増）、営業利
益45億円（前年同期比2.1％増）、経常利益47億円（前年同期比1.5％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益29億円（前年同期比32.4％減）を見込んでおります。
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⑽　主要な事業内容（平成28年２月29日現在）
事業別セグメント 事業内容

ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業 食料品中心としたスーパーマーケット事業

デ ィ ス カ ウ ン ト ス ト ア 事 業 食料品、日用雑貨品を中心としたディスカウントストア事業

そ の 他 事 業 弁当惣菜の製造販売業、保険代理業他

⑾　主要な営業所（平成28年２月29日現在）
　当社　　山口県防府市大字江泊1936番地
①スーパーマーケット事業

会　　社　　名 本 社 所 在 地 店　舗　数 店　 舗　 所 　在 　地
㈱ 丸　　　　　　久 山口県防府市 81店舗 山口県、広島県、島根県、福岡県
㈱ マ ル ミ ヤ ス ト ア 大分県佐伯市 41店舗 大分県、宮崎県、熊本県、福岡県
㈱ 中  央  フ  ー  ド 山口県岩国市 ８店舗 山口県

②ディスカウント事業
会　　社　　名 本 社 所 在 地 店　舗　数 店　 舗　 所 　在 　地

㈱アタックスマート 大分県佐伯市 22店舗 大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県

③その他事業
会　　社　　名 本 社 所 在 地 事 業 所 数

㈱ 四 　 季 　 彩 山口県防府市 １
㈱丸久保険サービス 山口県防府市 １

⑿　従業員の状況（平成28年２月29日現在）
事業別セグメント 従業員数（名） 前連結会計年度末比増減（名）

ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業 1,020 （3,953） 235 （1,214）
ディスカウントストア事業 100 （201） 100 （201）
そ の 他 事 業 18 （140） △1 （18）
合 計 1,138 （4,294） 334 （1,433）
（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（１日８時間換算）は期中平均を（　）内に記載しております。
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⒀　主要な借入先（平成28年２月29日現在）
借 入 先 借 入 金

株 式 会 社 山 口 銀 行 3,392,275 千円

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 696,084
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 564,388
株 式 会 社 広 島 銀 行 540,684
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 382,500
株 式 会 社 中 国 銀 行 360,000
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 336,680
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 245,055
株 式 会 社 大 分 銀 行 236,592
株 式 会 社 も み じ 銀 行 232,000

⒁　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係
　当社に該当する親会社はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 営業収益 経常利益 当期純利益 主要な事業

千円 ％ 千円 千円 千円

㈱ 丸 久 1,000,000 100.0 62,760,114 2,773,968 2,179,075 スーパーマー
ケット事業

㈱マルミヤ
ス ト ア 808,289 100.0 13,859,370 226,728 78,060 スーパーマー

ケット事業
㈱アタック
ス マ ー ト 50,000 100.0

（100.0） 6,634,274 138,135 90,303 ディスカウン
トストア事業

㈱中央フー
ド 45,000 100.0

（100.0） 5,573,933 △42,715 △332,875 スーパーマー
ケット事業

㈱ 四 季 彩 97,000 100.0
（100.0） 5,542,293 289,962 181,969 弁当惣菜の製

造販売業
㈱マルミヤ
水 産 50,000 100.0

（100.0） 676,980 21,105 12,678 水 産 物 の 仕
入、販売

（注）「当社の議決権比率」欄の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

③　特定完全子会社に関する事項（平成28年２月29日現在）
会 社 名 住所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

千円 千円
㈱ 丸 久 山口県防府市大字江泊1,936番地 16,289,474 21,889,893
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④　企業結合の成果
　当社の連結子会社は、上記の重要な子会社の状況に記載の６社を含む８社であります。
　なお、当連結会計年度より、以下の会社を連結の範囲に含めております。

・株式会社丸久
　当社と株式会社丸久分割準備会社との吸収分割によるものであります。また、当社はその商
号を「株式会社リテールパートナーズ」に、株式会社丸久分割準備会社はその商号を「株式会
社丸久」に変更しました。
・株式会社マルミヤストア、株式会社マルミヤ水産、株式会社アタックスマート
　当社と株式会社マルミヤストアとの株式交換によるものであります。

　また、当連結会計年度より、以下の会社を連結の範囲から除外しております。
・中央商事株式会社、株式会社サンライズ
　株式会社中央フードの吸収合併によるものであります。
・岩国中央振興協同組合
　清算結了によるものであります。

　当連結会計年度の営業収益は1,159億円（前年同期比31.8％増）、当期純利益は42億87百万
円（前年同期比83.8％増）となりました。
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2.　会社の株式に関する事項
⑴　発行可能株式総数 80,000,000株
⑵　発行済株式の総数 28,347,628株
⑶　株主数 5,186名
⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

丸 久 共 栄 会 2,359,740 株 8.89 ％

宮 野 雅 良 1,699,937 6.41

株 式 会 社 山 口 銀 行 1,211,165 4.57

国 分 グ ル ー プ 本 社 株 式 会 社 1,113,992 4.20

株 式 会 社 日 本 ア ク セ ス 1,021,452 3.85

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 955,954 3.60

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 936,000 3.53

株 式 会 社 サ ン エ ス 西 日 本 680,519 2.56

株 式 会 社 ロ ー タ リ ー コ ー ポ レ ー シ ョ ン 460,000 1.73

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 445,310 1.67
　(注)　1.　当社は、自己株式1,800,671株を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。

2.　持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

3.　会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

－ 10 －



4.　会社役員に関する事項
⑴　①取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
※取 締 役 社 長 田 中 康 男 ㈱ 丸 久 代 表 取 締 役 社 長
※取 締 役 副 社 長 池 邉 恭 行 ㈱ マ ル ミ ヤ ス ト ア 代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 武 野 茂 人 ㈱ 丸 久 専 務 取 締 役
取 締 役 清 水 　 実 ㈱ 丸 久 常 務 取 締 役
取 締 役 川 野 友 久 ㈱ マ ル ミ ヤ ス ト ア 常 務 取 締 役
取 締 役 沖 田 哲 義 沖 田 法 律 事 務 所 代 表
取 締 役 柴 尾 敏 夫
常 勤 監 査 役 舟 川 眞 司 ㈱ 丸 久 常 勤 監 査 役
監 査 役 上 田 和 義 上 田 ・ 藤 井 総 合 法 律 事 務 所 代 表
監 査 役 石 川 博 一 山 口 農 協 直 販 ㈱ 代 表 取 締 役 社 長

（注）1.　※印は代表取締役であります。
2.　取締役のうち、沖田哲義、柴尾敏夫の両氏は社外取締役であります。
3.　監査役のうち、上田和義、石川博一の両氏は社外監査役であります。
4.　取締役沖田哲義氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する専門的な知見を有しております。
5.　取締役柴尾敏夫氏は、経営に関する幅広い知識と経験を踏まえて、必要に応じ発言しております。
6.　監査役上田和義氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する専門的な知見を有しております。
7.　監査役石川博一氏は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、経営の監視や適

切な助言をいただいております。
8.　当社は、取締役沖田哲義、柴尾敏夫氏、監査役上田和義、石川博一の４氏を金融商品取引所の定め

に基づく独立役員として届け出ております。

　　②事業年度中に退任した役員
氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時の担当及び重要な兼職の状況

絹 原 　 眞 平成27年６月30日 辞 任 常 務 取 締 役 営 業 副 本 部 長 兼
㈱ 四 季 彩 代 表 取 締 役 社 長

竹 内 克 之 平成27年６月30日 辞 任 常 務 取 締 役 店 舗 開 発 本 部 長
井 上 泰 三 平成27年６月30日 辞 任 取 締 役 内 部 統 制 室 長 兼 渉 外 担 当
佐 伯 和 彦 平成27年６月30日 辞 任 取締役経営企画室長兼夜間運営部長
宇多村　美　彦 平成27年６月30日 辞 任 取 締 役 店 舗 運 営 統 轄 部 長
長 尾 　 肇 平成27年６月30日 辞 任 取締役営業企画部長兼無店舗販売部長
藤 井 英 昭 平成27年６月30日 辞 任 社 外 取 締 役

山 口 朝 日 放 送 ㈱ 常 勤 監 査 役
羽 野 孝 司 平成27年５月28日 任 期 満 了 常 勤 監 査 役
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⑵　取締役及び監査役の報酬等の額
取締役 14名 59,520千円（うち社外３名4,800千円）
監査役 ４名 10,320千円（うち社外２名3,120千円）

（注）上記には、当事業年度中に退任した取締役及び監査役を含めております。

⑶　社外役員に関する事項
①　取締役　沖田哲義

ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
　沖田法律事務所の代表であります。なお、沖田法律事務所と当社との間には、法律に
関する顧問契約を締結しております。

イ．当事業年度における主な活動状況
取締役会への出席状況及び発言状況

　出席率は94％　弁護士としての専門的見地から、法務・コンプライアンスに関する意
見やアドバイスを述べております。

ウ．責任限定契約の内容の概要
　社外役員と締結している個別の責任限定契約はございません。

②　取締役　柴尾敏夫
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

開示事項はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況及び発言状況
　出席率は100％　経営全般に関する豊富な経験と高い見識を活かし発言を行っており
ます。

ウ．責任限定契約の内容の概要
　社外役員と締結している個別の責任限定契約はございません。

③　取締役　藤井英昭
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

開示事項はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況及び発言状況
　平成27年６月30日退任までの出席率は83％　元銀行の取締役としての経験豊富な経
営の観点から、必要な発言を行っております。
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ウ．責任限定契約の内容の概要
　社外役員と締結している個別の責任限定契約はございません。

　④　監査役　上田和義
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

　上田・藤井総合法律事務所の代表であります。なお、上田・藤井総合法律事務所と当
社との間には、法律に関する顧問契約を締結しております。

イ．当事業年度における主な活動状況
（イ）取締役会への出席状況及び発言状況

　出席率は94％　弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正
性を確保するための意見やアドバイスを述べております。

（ロ）監査役会への出席状況及び発言状況
　出席率は94％　弁護士としての専門的見地から、監査機能強化を図るという観点から
意見やアドバイスを述べております。

ウ．責任限定契約の内容の概要
　社外役員と締結している個別の責任限定契約はございません。

　⑤　監査役　石川博一
ア．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

　山口農協直販㈱の代表取締役社長を務めております。なお、同社は当社の仕入れ先で
あります。

イ．当事業年度における主な活動状況
（イ）取締役会への出席状況及び発言状況

　出席率は94％　経営者としての幅広く高度な見識と経験豊富な経営の観点から、必要
な発言を行っております。

（ロ）監査役会への出席状況及び発言状況
　出席率は100％　経営者としての長年の豊富な経験により、経営の監視や適切な助言
を述べております。

ウ．責任限定契約の内容の概要
　社外役員と締結している個別の責任限定契約はございません。
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5.　会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

西日本監査法人

⑵　当該事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額
①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 25,000千円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 31,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額を
記載しております。

２．当社の重要な子会社のうち、株式会社マルミヤストアについては、当社の会計監査人以外の公認会
計士の監査を受けております。

３．監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計
監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議
した結果、これらが適切であると判断し、報酬の額について同意しました。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、監査役会は、会計監査人がその職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し
た場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。

⑷　会計監査人と締結している責任限定契約の内容の概要
　会計監査人と締結している個別の責任限定契約はございません。

⑸　当該事業年度中の辞任または解任についての状況
　該当事項はありません。
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6.　業務の適正を確保するための体制
　当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、内部統制システム構築の基本方針とし
て取締役会において決議した内容は次のとおりです。

⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確
　保するための体制

①　当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
　するための体制

ア．当社は、持株会社として当社グループ全体のコーポレート・ガバナンス及びコンプライアン
　スに関する基本事項の周知・徹底を図るため、当社子会社を対象に、当社子会社のコンプライ
　アンス委員会と連携して業務遂行の適正性について監査し、コンプライアンス体制の構築、維
　持・向上を図る。事務局は内部統制室が務める。
イ．内部統制室は、必要に応じて当社の取締役会にその結果報告を行う。
ウ．グループ公益通報者保護規定を制定し、通報処理体制を整備・運用する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア．当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役の職務の執行に係る情報を文書ま
　たは電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。
イ．取締役及び監査役は、必要に応じて閲覧できるものとする。

③　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．当社グループ全体における平常時のリスクに対しては、グループ総務部が中心となってリス
　ク管理を行い、各事業会社単位でマニュアルの整備、教育などを実施する。
イ．一方、不測の事態、影響度の高いリスクに対しては、当社グループ全体の対策本部を設置し、

適切かつ迅速な対応を図り、損害の拡大を防止する体制を整える。

④　当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．当社及び当社子会社は、取締役会を原則月１回開催し、必要に応じて臨時に開催し、重要事
　項の決定及び報告を行う。
イ．取締役会に付議すべき事項及び取締役会の決定した事項に基づく業務の実施に関して、経営
　企画室及びグループ総務部は関係部署と協議して起案上程するとともに、決定された事項につ
　いて周知を図る。
ウ．特定の課題解決のため、適時プロジェクトチームを結成し、担当する取締役がこれを統轄す
　る。
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⑤　当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並び
　に子会社から成る企業集団における業務の適性を確保するための体制

ア．当社は、経営の自主性を尊重しつつ、当社グループ全体としてコンプライアンス及びリスク
　管理の基本的な考え方を共有する。
イ．子会社の重要な意思決定は当社の取締役会での承認を要するものとし、経営計画の進捗状況
　は当社の取締役会で報告するものとする。
ウ．内部統制室は、当社及び当社子会社の各業務執行の適正性を監査する。
エ．通報処理体制の範囲を当社グループ全体とする。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
　項

　　当社は、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示
　の実効性の確保に関する事項

ア．当社は、監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要
　とする。
イ．監査役の職務を補助すべき使用人は、取締役の指揮命令を受けないものとする。なお、使用
　人の職務評価については監査役の意見を聴取するものとする。

⑧　当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から
　報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

ア．当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者か
　ら報告を受けた者は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及
　び情報提供を行うこととする。
イ．監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席できるものとする。

⑨　監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
　するための体制

　　当社は、監査役への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
　ることを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して周知徹底を図るも
　のとする。
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⑩　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につ
　いて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　当社は、監査役からの要請に応じ、監査役の職務の執行に関連し生ずる費用について、事前
　申請または事後速やかな報告により、その費用を前払いまたは事後の支払いにより負担する。

⑪　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．監査役は、内部統制室及び会計監査人と定期的に意見交換を実施し、相互に連携を図る。
イ．監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部のアドバイザーを活用することが
　できる。

業務の適正を確保するための運用状況の概要
　当社は、グループ経営に重点を置いた取締役会の運営を行い、グループ経営に適応したコンプ
ライアンス体制を維持するために、各事業セグメントの経営に対する持株会社からのバックアッ
プ機能について充実・強化を図っております。
　子会社におけるコンプライアンス委員会では、企業倫理にかかる重要事項の決定、役員及び使
用人への周知と教育を実施するとともに、コンプライアンス上の懸念が生じた場合における対応、
未然防止、再発防止に努めるため、内部監査報告書等に基づいた課題の把握と対応方針、各種リ
スクについての討議を行っております。

⑵　株式会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について
は、特に定めておりません。

⑶　剰余金の配当等の決定に関する方針
　利益状況に対応した配当を行うことを基本に、配当性向の維持向上及び今後予想される販売競
争激化に耐えうる企業体質の強化、将来の事業展開に備えた内部留保の充実などを勘案し決定す
る方針を取っております。内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び店舗の新設・改装
などの設備投資に活用させて頂いております。
　自己株式の取得につきましては、機動的な資本政策の遂行などを目的として適宜検討してまい
ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年 2 月29日現在）

(単位　千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
商 品
貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 収 益
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産

の れ ん
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
共 済 会 資 産
そ の 他

16,292,760
10,019,556

615,259
773

4,095,245
35,765

368,992
170,220
99,478

776,957
116,812
△6,300

35,736,663
27,403,230
13,305,478

660,486
10,880,144

516,626
371,035

1,669,459
984,978
159,296
825,682
7,348,453
1,336,502

43,232
482,614

3,509,481
799,996
363,255
813,371

流 動 負 債 19,992,254
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 8,687,605
短 期 借 入 金 2,250,000
１年内返済予定の長期借入金 2,509,264
リ ー ス 債 務 158,677
未 払 消 費 税 等 1,023,898
未 払 法 人 税 等 1,856,940
未 払 費 用 688,734
賞 与 引 当 金 317,407
ポ イ ン ト 引 当 金 109,089
設 備 関 係 支 払 手 形 495,764
そ の 他 1,894,873

固 定 負 債 6,221,875
長 期 借 入 金 3,120,604
長 期 未 払 金 528
リ ー ス 債 務 407,983
繰 延 税 金 負 債 28,842
退 職 給 付 に 係 る 負 債 155,209
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 16,050
資 産 除 去 債 務 1,419,148
そ の 他 1,073,509
負 債 合 計 26,214,129

純 資 産 の 部
株 主 資 本 25,710,497
資 本 金 4,000,000
資 本 剰 余 金 2,805,130
利 益 剰 余 金 20,634,874
自 己 株 式 △1,729,506

その他の包括利益累計額 104,796
その他有価証券評価差額金 115,314
退職給付に係る調整累計額 △10,517

純 資 産 合 計 25,815,294
資 産 合 計 52,029,423 負 債 ・ 純 資 産 合 計 52,029,423
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連 結 損 益 計 算 書

(自平成27年 3 月 1 日
至平成28年 2 月29日)

(単位　千円)
科 目 金 額

売 上 高 113,880,816
売 上 原 価 85,715,969
売 上 総 利 益 28,164,847
営 業 収 入 2,020,049
営 業 総 利 益 30,184,897
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 25,776,283
営 業 利 益 4,408,613
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 44,645
そ の 他 の 営 業 外 収 益 370,257 414,902

営 業 外 費 用
支 払 利 息 74,258
組 織 再 編 費 用 28,000
そ の 他 の 営 業 外 費 用 88,486 190,744

経 常 利 益 4,632,771
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 131
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,439,384
負 の の れ ん 発 生 益 1,454,930 2,894,446

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 5,903
固 定 資 産 除 却 損 352,708
減 損 損 失 725,567
投 資 有 価 証 券 売 却 損 41
敷 金 償 却 費 12,000
和 解 金 20,000
賃 貸 借 契 約 解 約 損 1,400
そ の 他 5,197 1,122,818

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,404,399
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,204,172
法 人 税 等 調 整 額 △164,549 2,039,623
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 4,364,776
少 数 株 主 利 益 76,918
当 期 純 利 益 4,287,857
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連結株主資本等変動計算書

(自平成27年 3 月 1 日
至平成28年 2 月29日)

(単位　千円)
株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
平成27年３月１日残高 4,000,000 315,121 16,679,424 △1,193,166 19,801,378

会計方針の変更による
累積的影響額 －

会計方針の変更を反映した
平成27年３月１日残高 4,000,000 315,121 16,679,424 △1,193,166 19,801,378

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △332,408 △332,408
当期純利益 4,287,857 4,287,857
自己株式の取得 △2,120,083 △2,120,083
自己株式の処分 36 1,583,744 1,583,780
株式交換による増加 2,489,972 2,489,972
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 2,490,008 3,955,449 △536,339 5,909,118
平成28年２月29日残高 4,000,000 2,805,130 20,634,874 △1,729,506 25,710,497
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(単位　千円)
その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

平成27年３月１日残高 1,015,145 － 1,015,145 366,905 21,183,430
会計方針の変更による
累積的影響額 －

会計方針の変更を反映した
平成27年３月１日残高 1,015,145 － 1,015,145 366,905 21,183,430

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △332,408
当期純利益 4,287,857
自己株式の取得 △2,120,083
自己株式の処分 1,583,780
株式交換による増加 2,489,972
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △899,830 △10,517 △910,348 △366,905 △1,277,254

連結会計年度中の変動額合計 △899,830 △10,517 △910,348 △366,905 4,631,864
平成28年２月29日残高 115,314 △10,517 104,796 － 25,815,294
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連結注記表

継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1.　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　８社
連結子会社の名称　　株式会社丸久、株式会社マルミヤストア、株式会社中央フード、株式会社

マルミヤ水産、株式会社アタックスマート、株式会社四季彩、株式会社丸
久保険サービス、丸久不動産開発株式会社

　当連結会計年度より、以下の会社を連結の範囲に含めております。
・株式会社丸久

　当社と株式会社丸久分割準備会社との吸収分割によるものであります。また、当社はその商
号を「株式会社リテールパートナーズ」に、株式会社丸久分割準備会社はその商号を「株式会
社丸久」に変更しました。

・株式会社マルミヤストア、株式会社マルミヤ水産、株式会社アタックスマート
　当社と株式会社マルミヤストアとの株式交換によるものであります。

　当連結会計年度より、以下の会社を連結の範囲から除外しております。
・中央商事株式会社、株式会社サンライズ

　株式会社中央フードの吸収合併によるものであります。
・岩国中央振興協同組合

　清算結了によるものであります。
非連結子会社の数　　２社
非連結子会社の名称　佐伯大同青果株式会社、岩国劇場株式会社
　連結の範囲から除いた理由
　株式会社マルミヤストアの子会社である佐伯大同青果株式会社及び株式会社中央フードの子会
社である岩国劇場株式会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を与えていないた
め、連結の範囲から除いております。
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2.　持分法の適用に関する事項
　非連結子会社（佐伯大同青果株式会社、岩国劇場株式会社）及び関連会社（太陽食品株式会社、
株式会社仁保庵）に対する投資について持分法を適用しておりません。
　上記の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分
法の適用の範囲から除いております。

3.　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4.　会計処理基準に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
②棚卸資産

商品（生鮮食料品を除く）　　売価還元法による原価法
（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）

商品（生鮮食料品）　　　　　最終仕入原価法による原価法
（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）
なお、一部の連結子会社では、売価還元法による原価法（貸
借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）によっております。

貯蔵品　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法
（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）
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⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産

（リース資産を除く）
車輌運搬具　　　　　　　　　定率法
その他のもの　　　　　　　　主として定額法

主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 6年～34年
その他のもの 4年～12年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、
３年間で均等償却する方法を採用しております。

②無形固定資産　　　　　　　　　定額法
（リース資産を除く）　　　　　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③リース資産　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。
⑶　重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　　　主として金銭債権の貸倒損失に備えるため一般債権について
は貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期
期間対応額を計上しております。

③ポイント引当金　　　　　　　　顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるた
め、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる
額を計上しております。

④役員退職慰労引当金　　　　　　当社及び連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備え、内
規に基づく期末要支給額を計上しております。
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⑷　退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の　　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計
　期間帰属方法　　　　　　　　　年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式

基準によっております。
②数理計算上の差異　　　　　　　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
　及び過去勤務費用　　　　　　　内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理してお
　の費用処理方法　　　　　　　　ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額
法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理することとしております。

③小規模企業等にお　　　　　　　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用
　ける簡便法の採用　　　　　　　の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
⑸　のれんの償却方法及び償却期間　のれんは５年間及び20年間で均等償却しております。
⑹　消費税等の会計処理方法　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しており

ます。

会計方針の変更に関する注記
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　有形固定資産の減価償却方法については、従来、一部の連結子会社は、平成10年３月31日以前
に取得した建物については定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更して
おります。
　この変更は、当該連結子会社について、親会社へのシステム統合を契機に有形固定資産の償却方
法の見直しを行った結果、有形固定資産の利用方法や利用状況を勘案し、減価償却費を毎期均等化
して計上する定額法の方が使用実態をより的確に反映するものと判断したためであります。
　なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。
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追加情報
（法人税率の変更等による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正す
る法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始
する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰
延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年３月１日に開始する連結会計年度に解消
が見込まれる一時差異については、35.4％から32.8％に、平成29年３月１日以降に開始する連結
会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1％に変更されます。
　この税率変更により、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産
の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が106,044千円減少し、法人税等調整額（借方）が
106,044千円増加しております。

（連結決算日後の法人税等の税率の変更）
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正
する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に
開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延
税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4％から平成28年３月１日
に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8％に、平成29年３月１日
に開始する連結会計年度及び平成30年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時
差異等については30.7％に、平成31年３月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる
一時差異等については30.5％となります。
　なお、当該変更の連結計算書類に与える影響は軽微であります。
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連結貸借対照表に関する注記
1.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.　資産から直接控除した貸倒引当金
長期貸付金 9,450千円

計 9,450千円

3.　担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産

建物 4,980,432千円
土地 9,023,184千円
投資有価証券 604,879千円

計 14,608,495千円
⑵　担保に係る債務

買掛金 1,672千円
短期借入金 1,250,000千円
１年内返済予定の長期借入金 2,335,754千円
長期借入金 2,865,564千円
固定負債（その他） 25,000千円

計 6,477,990千円

4.　有形固定資産の減価償却累計額 25,176,645千円

5.　有形固定資産の取得価額から控除している国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳累計額
建物及び構築物 49,709千円
機械装置及び運搬具 48,778千円
その他 27,922千円

計 126,410千円
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連結損益計算書に関する注記
1.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.　減損損失に関する注記
　当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いた
しました。

用途 場所 種類

店舗 山口県、広島県、大分県、宮崎県、熊本
県 土地、建物、リース資産他

賃貸資産 山口県 土地、建物他
遊休資産 山口県 土地

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗、工場を基本単位として、
また賃貸資産及び遊休資産については物件単位毎にグルーピングしております。
　その結果、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗及び帳簿価格に対して著し
く時価が下落している店舗について、減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額725,567千円を特別損失に計上しております。

区分 土地
（千円）

建物
（千円）

リース資産
（千円）

その他
（千円）

店舗 106,063 327,449 12,175 143,913

賃貸資産 59,939 57,416 ― 819

遊休資産 17,789 ― ― ―

　なお、回収可能価額が使用価値の場合は、将来キャッシュ・フローを0.236％～0.425％の割
引率で割り引いて計算しております。回収可能価額が、正味売却価額の場合には、不動産鑑定評
価額、固定資産税評価額等に基づき算定しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1.　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 26,079,528 2,268,100 ― 28,347,628
　(注)　変動事由の概要

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
平成27年７月１日付の株式会社マルミヤストア
との株式交換実施に伴う新株発行による増加

2,268,100株
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2.　自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,649,868 1,799,765 1,648,962 1,800,671
　(注)　変動事由の概要

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
自己株式立会外買付取引による取得 1,799,200株
単元未満株式の買取による増加 532株
１株未満端数株式の買取による取得 33株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
平成27年７月１日付の株式会社マルミヤストア
との株式交換による減少

1,648,868株

単元未満株式の買増請求による減少 94株

3.　配当に関する事項
⑴　配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成27年５月28日
定時株主総会 普通株式 146,577 6.0 平成27年２月28日 平成27年５月29日

平成27年10月13日
取締役会 普通株式 185,830 7.0 平成27年８月31日 平成27年11月９日

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成28年５月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 238,922 9.0 平成28年２月29日 平成28年５月27日
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金融商品に関する注記
1.　金融商品の状況に対する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
当社グループは、店舗の開設のための設備投資計画に基づき、必要な資金を銀行借入により調
達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
①資産

現金及び預金のうち、預金はすべて円建てであり、ほとんどが要求払預金であります。
受取手形及び売掛金は、すべて３ヶ月以内の回収期日であり、顧客の信用リスクに晒されてお
ります。
有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の
変動リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、主に店舗の土地又は建物を賃借するためのものであり、差入先の信用リス
クに晒されております。

②負債
支払手形及び買掛金は、すべて３ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に短期の運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利で
あるため、金利の変動リスクに晒されております。
未払法人税等は、当連結会計年度における当社グループの課税所得に係わるものであり、すべ
て３ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に店舗の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は
概ね５年以内であります。借入の一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されて
おります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権、敷金及び保証金について、財務経理部で取引先ごとの期日管理及
び残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、市場価格の変動リスクに晒されており、財務経理部において四半期
毎に時価や発行体の財務状況を把握することにより市場価格の変動リスクの軽減を図っており
ます。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
営業債務、借入金及び預り保証金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、
財務経理部が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
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2.　金融商品の時価等に関する事項
　平成28年２月29日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含ま
れておりません。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

⑴　現金及び預金 10,019,556 10,019,556 ―

⑵　受取手形及び売掛金 615,259 615,259 ―

⑶　有価証券 773 773 ―

⑷　投資有価証券

その他有価証券 1,120,678 1,120,678 ―

⑸　敷金及び保証金（※） 1,754,548 1,718,522 △36,025

資産計 13,510,816 13,474,790 △36,025

⑴　支払手形及び買掛金 8,687,605 8,687,605 ―

⑵　短期借入金 2,250,000 2,250,000 ―

⑶　未払法人税等 1,856,940 1,856,940 ―

⑷　長期借入金（１年内返済予定のものを含む） 5,629,868 5,634,177 4,309

負債計 18,424,413 18,428,723 4,309

デリバティブ取引 ― ― ―
　（※）敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
　（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブに関する事項

（資産）
⑴　現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

⑵　受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

⑶　有価証券、⑷　投資有価証券
市場性のある株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され
た価格によっております。

⑸　敷金及び保証金
差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りなど適切な指標により割り
引いた現在価値により算定しております。
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（負債）
⑴　支払手形及び買掛金、⑵　短期借入金並びに⑶　未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

⑷　長期借入金（１年内返済予定のものを含む）
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いて算定する方法によっております。

（デリバティブ取引）
　該当事項はありません。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表
計上額（千円）

非上場株式 183,123

関連会社株式 32,700

敷金 1,595,028

取引等契約保証金 159,904
　非上場株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られるため、「資産⑷　投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
　また一部の敷金及び取引等契約保証金については、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、「資産⑸　敷金及び保証金」には含めておりません。
３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

区分
１年以内

（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超

（千円）
現金及び預金 10,019,556 ― ― ―

敷金及び保証金 202,623 628,939 487,519 435,466
４．金銭債務の連結決算日後の償還予定額

区分
１年以内

（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超

（千円）
リース債務 158,677 126,400 111,994 83,561 52,460 33,566

長期借入金 2,509,264 1,498,929 951,363 526,198 144,114 ―

－ 32 －



賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項
1.　賃貸等不動産の概要

　当社及び一部の子会社は、山口県、広島県、福岡県、大分県、宮崎県及び熊本県において、賃
貸用の店舗及び土地を有しております。

2.　賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日
における時価及び当該時価の算定方法

連結貸借対照表計上額（千円） 連結決算日における時価
（千円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

5,791,314 △104,753 5,686,560 3,328,939
　（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり

ます。
２．主な変動

増加は建物の増加及び不動産の取得247,279千円、減少は減価償却費及び減損損失額298,518千円
であります。

３．時価の算定方法
主として不動産鑑定基準に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含
む。）であります。

3.　賃貸等不動産に関する損益
　当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、314,341千円（賃貸収益は不動産賃貸収入に、主な賃貸
費用は販売費及び一般管理費に計上）であります。

１株当たり情報に関する注記
1.　１株当たり純資産額 972円44銭
2.　１株当たり当期純利益 168円60銭
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企業結合に関する注記
取得による企業結合
（株式交換による株式会社マルミヤストアの完全子会社化）
　当社は、平成27年７月１日付にて、株式会社マルミヤストア（以下、「マルミヤストア」といいま
す。）との株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）、及び当社の完全子会社である株式会社
丸久分割準備会社（以下、「分割準備会社」といいます。）との吸収分割（以下、「本吸収分割」と
いいます。）を併用して両社の経営統合（以下、「本経営統合」といいます。）を行い、当社を持株
会社とする体制に移行いたしました。
　また、同日付にて当社はその商号を「株式会社リテールパートナーズ」に、分割準備会社はその商
号を「株式会社丸久」に変更いたしました。

１．本経営統合の背景と目的
　当社及びマルミヤストアの両社は、昨今のスーパーマーケットを取り巻く環境の中で、地域社会
に貢献し、お客様に選ばれるスーパーマーケットであり続けるためには、強固な経営基盤が必要不
可欠であるとの共通認識を持っており、両社の経営資源やノウハウを統合し、売上規模を拡大する
とともに「商品」「人材」「店舗」の競争力の強化を図ることが最適であるとの判断に至り、対等
の精神に基づき、持株会社のもとに経営統合することにいたしました。

２．本株式交換の概要
(1) 被取得企業の名称、事業の内容及び規模
名称 株式会社マルミヤストア

事業内容 スーパーマーケット事業及びディスカウントストア事業

資本金 808,289千円（平成27年５月20日現在）

純資産 5,359,983千円（平成27年５月20日現在）

総資産の額 8,611,552千円（平成27年５月20日現在）

(2) 企業結合日
　平成27年７月１日

(3) 企業結合の法的形式
　当社を株式交換完全親会社、マルミヤストアを株式交換完全子会社とする株式交換
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(4) 結合後企業の名称
　株式会社リテールパートナーズ
　当社は、平成27年７月１日付で商号を変更しております。

(5) 取得した議決権比率
　100.0％

(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
　当社が、株式交換によりマルミヤストアの議決権を100％取得したことによります。

３．連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
　みなし取得日を第２四半期連結会計期間末日としているため、当連結会計年度の連結損益計算書
においては、平成27年９月１日から平成28年２月29日までのマルミヤストア及びその子会社の業
績を含めております。

４．被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 4,073,646千円
取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 110,981千円
取得原価 4,184,627千円

５．株式交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1) 株式の種類別の交換比率

当社
（株式交換完全親会社）

マルミヤストア
（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る割当ての内容 １ 0.915

（注）マルミヤストアの普通株式１株に対して、当社の普通株式0.915株を割当て交付いたしまし
た。
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(2) 株式交換比率の算定方法
　本株式交換の株式交換比率については、公正性を確保するため、各社がそれぞれ別個に独立し
た第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、当社は公認会計士中村政英事務所
（以下、「中村政英事務所」といいます。）を、マルミヤストアはトラスティーズ・アドバイザ
リー株式会社（以下、「トラスティーズ・アドバイザリー」といいます。）を、株式交換比率の
算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定いたしました。
　中村政英事務所は、各社について、市場株価法及びディスカウンテッド・キャッシュフロー法
（以下、「ＤＣＦ法」といいます。）を採用して算定を行いました。
　トラスティーズ・アドバイザリーは、各社について、市場株価法及びＤＣＦ法を採用して算定
を行いました。
　当社及びマルミヤストアは、それぞれ第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結
果を参考に、財務の状況、資産の状況、将来の見通し、市場株価の水準、１株当たり指標その他
の諸要因等を勘案の上、交渉・協議を重ねてまいりました。その結果、両社は、本株式交換比率
は妥当であるとの判断に至りました。

(3) 交付した株式数
　当社が本株式交換により交付した当社の普通株式については、以下のとおりです。
　　交付株式数合計　　　　3,916,968株
　　　内、新株式の発行　　2,268,100株
　　　　　自己株式の充当　1,648,868株

６．発生した負ののれんの金額及び発生原因
(1) 発生した負ののれんの金額

　1,386,506千円
(2) 発生原因

　企業結合時の時価純資産が取得価額を上回ったためであります。
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７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 5,826,699千円
固定資産 5,489,591千円
資産合計 11,316,290千円
流動負債 5,147,814千円
固定負債 597,342千円
負債合計 5,745,156千円

（注）資産及び負債の額には、上記「６.(1) 発生した負ののれんの金額」は含めておりません。

８．企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書
に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
　企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された連結業績と当社の連結業績
との差額を、影響の概算額としております。また、負ののれん発生益については、再計算を実施せ
ずに、影響の概算額には含めておりません。

売上高 20,017,732千円
経常利益 414,185千円
当期純利益 284,347千円

　なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

９．本株式交換に伴う会計処理の概要
　本株式交換は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日公表
分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針
第10号　平成20年12月26日公表分）における「取得」に該当し、当社を取得企業とするパーチェ
ス法を適用しております。
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共通支配下の取引等
（当社の吸収分割）
１．本吸収分割の概要
(1) 結合当事企業の名称

分割会社 承継会社

名称 株式会社リテールパートナーズ
（旧名称：株式会社丸久）

株式会社丸久
（旧名称：株式会社丸久分割準備会社）

(2) 分割した事業の内容
　当社を持株会社化するために必要な一部の機能を除く一切の事業です。

(3) 企業結合日
　平成27年７月１日

(4) 企業結合の法的形式
　当社を分割会社とし、承継会社の交付する株式を対価として、承継会社に本件事業を承継させ
る分社型吸収分割です。

(5) 結合後企業の名称
　株式会社丸久

２．本吸収分割に伴う会計処理の概要
　本吸収分割は、完全親子会社間の取引であるため、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基
準第21号　平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する
適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日公表分）における「共通支配下の
取引」として会計処理しております。
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共通支配下の取引等
（子会社株式の追加取得）
１．取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

企業の名称　　株式会社四季彩（当社の連結子会社）
事業の内容　　弁当惣菜の製造販売業

(2) 企業結合日
平成28年２月24日（株式取得日）
平成28年２月29日（みなし取得日）

(3) 企業結合の法的形式
　少数株主からの株式取得（追加取得）

(4) 結合後企業の名称
　変更はありません。

(5) その他取引の概要に関する事項
　当社グループ内の一層の連携のもと、経営の効率化・意思決定の迅速化を図るべく、少数株主
が保有する株式を当社の連結子会社である株式会社丸久が取得し、完全子会社化したものであり
ます。

２．実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日公表分）及び「企業
結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20
年12月26日公表分）に基づき、共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引として処理してお
ります。
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３．子会社株式の追加取得に関する事項
(1) 取得原価及びその内訳

取得の対価 現金及び預金  373,350千円
取得原価  373,350千円

(2) 負ののれん発生益の金額及び発生原因
①　負ののれん発生益の金額

68,424千円
②　発生原因

　子会社株式の追加取得分の取得原価と、当該追加取得に伴う少数株主持分の減少額との差額
によるものであります。
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重要な後発事象に関する注記
（連結子会社による吸収分割）
　当社及び当社の連結子会社である株式会社マルミヤストア（以下、「マルミヤストア」といいます。）
は、平成28年３月22日開催の両社取締役会において、マルミヤストアが100％出資子会社（株式会
社新鮮マーケット。以下、「新鮮マーケット」といいます。）を設立したうえで、平成28年６月24
日を効力発生日として、株式会社オーケー（以下、「オーケー」といいます。）が新鮮市場のブラン
ドで営むスーパーマーケット事業を中心とした事業の一部を吸収分割により新鮮マーケットに承継さ
せること(以下、「本会社分割」といいます。）、及び本会社分割に関する基本合意書（以下、本基本
合意書といいます。）の締結を決議いたしました。また、同日付で、マルミヤストアはオーケーとの
間で本基本合意書を締結いたしました。

１．企業結合の概要
(1) 相手先の企業の名称及び事業の内容

相手先の企業の名称　株式会社オーケー
事業の内容　　　　　スーパーマーケット新鮮市場の運営

(2) 企業結合を行う主な理由
　マルミヤストアは、大分県を中心に宮崎県、熊本県、福岡県においてスーパーマーケット事業
を営んでおり、経営課題の一つに大分県におけるドミナント戦略を掲げております。オーケーが
大分市を中心に大分県下に展開しているスーパーマーケット事業を承継することで、大分県にお
いてドミナントの形成による経営の効率化及び安定化を図ることが可能になると判断いたしまし
た。

(3) 企業結合日
　平成28年６月24日（予定）

(4) 企業結合の法的形式
　オーケーを分割会社、新鮮マーケットを承継会社とする吸収分割

(5) 結合後企業の名称
　株式会社新鮮マーケット

２．被取得企業の取得原価及びその内訳
　現時点では確定しておりません。
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３．交付する株式数及びその算定方法
　新鮮マーケットは、承継する資産及び負債の対価として、普通株式4,000株を発行し、オーケー
にすべてを割当交付いたします。なお、オーケーは、割当を受けた新鮮マーケットの株式すべてを
当社の連結子会社であるマルミヤストアに2,000,000千円で譲渡いたします。また、本会社分割に
際して、新鮮マーケットが交付する対価の算定については、吸収分割により承継する資産及び負債
の時価相当額、将来の見通し等の要因を総合的に勘案して、決定いたしました。

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　現時点では確定しておりません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

平成28年４月21日
株式会社　リテールパートナーズ

取締役会　御中
西日本監査法人

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 藪 俊 治 ㊞
業務執行社員 公認会計士 山 内 重 樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社リテールパートナーズ（旧会社名　株式
会社丸久）の平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社リテールパートナーズ（旧会社名　株式会社丸久）及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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貸 借 対 照 表
（平成28年 2 月29日現在）

(単位　千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

538,557

523,806

928

1,573

12,249

21,351,335

21,351,335

20,474,102

877,233

流 動 負 債 101,826
未 払 金 25,588
未 払 消 費 税 等 51,994
未 払 法 人 税 等 19,945
未 払 費 用 1,966
預 り 金 817
賞 与 引 当 金 1,514

固 定 負 債 13,125
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 13,125
負 債 合 計 114,951

純 資 産 の 部
株 主 資 本 21,774,941
資 本 金 4,000,000
資 本 剰 余 金 2,804,050

資 本 準 備 金 2,570,877
そ の 他 資 本 剰 余 金 233,172
利 益 剰 余 金 16,700,397

利 益 準 備 金 263,105
そ の 他 利 益 剰 余 金 16,437,291

繰 越 利 益 剰 余 金 16,437,291
自 己 株 式 △1,729,506
純 資 産 合 計 21,774,941

資 産 合 計 21,889,893 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,889,893
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損 益 計 算 書

(自平成27年 3 月 1 日
至平成28年 2 月29日)

(単位　千円)
科 目 金 額

売 上 高 30,118,299
売 上 原 価 23,233,404
売 上 総 利 益 6,884,895
営 業 収 入 766,200
営 業 総 利 益 7,651,095
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,466,575
営 業 利 益 1,184,519
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 29,189
そ の 他 の 営 業 外 収 益 93,383 122,572

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23,797
組 織 再 編 費 用 22,000
そ の 他 の 営 業 外 費 用 8,466 54,264

経 常 利 益 1,252,828
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 754 754
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 8,956
減 損 損 失 11,260
投 資 有 価 証 券 売 却 損 26
和 解 金 20,000 40,243

税 引 前 当 期 純 利 益 1,213,338
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 516,821
法 人 税 等 調 整 額 10,697 527,518
当 期 純 利 益 685,820
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株主資本等変動計算書

(自平成27年 3 月 1 日
至平成28年 2 月29日)

(単位　千円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成27年３月１日残高 4,000,000 212,053 101,988 314,041 248,448 16,098,537 16,346,986

事業年度中の変動額

剰余金の配当 14,657 △347,066 △332,408

当期純利益 685,820 685,820

自己株式の取得

自己株式の処分 36 36

会社分割による減少

株式交換による増加 2,358,824 131,148 2,489,972

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － 2,358,824 131,184 2,490,008 14,657 338,753 353,411

平成28年２月29日残高 4,000,000 2,570,877 233,172 2,804,050 263,105 16,437,291 16,700,397
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(単位　千円)
株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成27年３月１日残高 △1,193,166 19,467,860 1,015,145 1,015,145 20,483,006
事業年度中の変動額

剰余金の配当 △332,408 △332,408
当期純利益 685,820 685,820
自己株式の取得 △2,120,083 △2,120,083 △2,120,083
自己株式の処分 1,583,744 1,583,780 1,583,780
会社分割による減少 － △1,015,145 △1,015,145 △1,015,145
株式交換による増加 2,489,972 2,489,972
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） －

事業年度中の変動額合計 △536,339 2,307,080 △1,015,145 △1,015,145 1,291,935
平成28年２月29日残高 △1,729,506 21,774,941 － － 21,774,941
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個別注記表
継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1.　資産の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法
②その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定しております。）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
①商品（生鮮食料品を除く）　　　　　売価還元法による原価法

（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）

②商品（生鮮食料品）・貯蔵品　　　　最終仕入原価法による原価法
（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）

2.　固定資産の減価償却方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）

車輌運搬具　　　　　　　　　　定率法
その他のもの　　　　　　　　　定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年～34年
構築物 10年～30年
機械装置 9年～12年
車輌運搬具 4年～ 6年
器具備品 5年～10年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産につい
ては、３年間で均等償却する方法を採用しております。

⑵　無形固定資産（リース資産を除く）　定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
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⑶　リース資産　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
を採用しております。

3.　引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　主として、金銭債権の貸倒損失に備えるため一般債権に

ついては貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

⑵　賞与引当金　　　　　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期
期間対応額を計上しております。

⑶　ポイント引当金　　　　　　　　　　顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備え
るため、当事業年度末において将来使用されると見込ま
れる額を計上しております。

⑷　役員退職慰労引当金　　　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備え、内規に基づく期末要支
給額を計上しております。

4.　消費税等の会計処理方法　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用して
おります。

会計方針の変更に関する注記
　該当事項はありません。

追加情報
（法人税率の変更等による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正す
る法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始
する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税
金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込ま
れる一時差異については、35.4％から32.8％に、平成29年３月１日以降に開始する事業年度に解
消が見込まれる一時差異については、32.1％に変更されます。
　この税率変更により、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金
額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が90,182千円減少し、法人税等調整額（借方）が90,182
千円増加しております。
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（決算日後の法人税等の税率の変更）
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正
する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に
開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金
資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4％から平成28年３月１日に開
始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8％に、平成29年３月１日に開始す
る事業年度及び平成30年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については
30.7％に、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については
30.5％となります。
　なお、当該変更の計算書類に与える影響は軽微であります。

貸借対照表に関する注記
1.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 248千円
短期金銭債務 4,361千円

損益計算書に関する注記
1.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.　減損損失に関する注記
　当事業年度において、当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

用途 場所 種類
店舗 山口県 建物

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗、工場を基本単位として、また賃
貸資産及び遊休資産については物件単位毎にグルーピングしております。
　その結果、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗及び帳簿価格に対して著し
く時価が下落している店舗について、減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額11,260千円を特別損失に計上しております。

区分 建物
（千円）

店舗 11,260
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　なお、回収可能価額が使用価値の場合は、将来キャッシュ・フローを0.236％～0.425％の割
引率で割り引いて計算しております。回収可能価額が、正味売却価額の場合には、不動産鑑定評
価額、固定資産税評価額等に基づき算定しております。

3.　関係会社との取引高
営業収益 1,429,351千円
営業費用 1,751,222千円
営業取引以外の取引高 11,657千円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,649,868 1,799,765 1,648,962 1,800,671

　(注)　変動事由の概要
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

自己株式立会外買付取引による取得 1,799,200株
単元未満株式の買取による増加 532株
１株未満端数株式の買取による取得 33株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
平成27年７月１日付の株式会社マルミヤストア
との株式交換による減少

1,648,868株

単元未満株式の買増請求による減少 94株
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税効果会計に関する注記
1.　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
繰延税金資産（流動）
貸倒引当金 496千円
賞与引当金 59
未払事業税 1,016
繰延税金資産（流動）小計 1,573
繰延税金資産（固定）
役員退職慰労引当金 4,213
会社分割に伴う子会社株式 873,020
繰延税金資産（固定）小計 877,233
繰延税金資産合計 878,806

（繰延税金負債）
繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産の純額 878,806

2.　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 35.4％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4
住民税の均等割額 0.4
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 7.4
その他 0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.5

リースにより使用する固定資産に関する注記
ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
⑴　リース資産の内容

有形固定資産
　主にスーパーマーケット事業における店舗設備であります。

⑵　リース資産の減価償却の方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位　千円）

種類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所有）

割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（注１） 科目 期末残高
（注１）

子会社 ㈱丸久 所有
直接100.0％ 役員の兼任

分割承継資産 37,127,341 ― ―

分割承継負債 18,682,190 ― ―

経営指導料（注２） 114,780 ― ―

子会社 ㈱マルミヤストア 所有
直接100.0％ 役員の兼任 経営指導料（注２） 49,342 ― ―

子会社 ㈱四季彩 所有
間接100.0％ 役員の兼任 商品の購入（注３） 1,658,286 ― ―

子会社 ㈱中央フード 所有
間接100.0％ 役員の兼任 商品の供給（注３）

ロイヤリティ収入（注４）
1,251,850

12,518 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）上記の取引金額には消費税等を含めておりませんが、期末残高には消費税等を含めております。
（注２）経営指導料の金額は、当社のグループ経営管理に必要な経費を基準として決定しております。
（注３）取引条件の決定については、一般取引条件を参考に相互協議の上、決定しております。
（注４）ロイヤリティ収入は、フランチャイズ契約に基づき商品供給高の1.0％を計上しております。

１株当たり情報に関する注記
1.　１株当たり純資産額 820円24銭
2.　１株当たり当期純利益 26円97銭

企業結合に関する注記
　連結注記表の「企業結合に関する注記」に記載しているため、記載を省略しております。

重要な後発事象に関する注記
　連結注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載しているため、記載を省略しております。
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会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

平成28年４月21日
株式会社　リテールパートナーズ

取締役会　御中
西日本監査法人

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 藪 俊 治 ㊞
業務執行社員 公認会計士 山 内 重 樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社リテールパートナーズ（旧会社名
株式会社丸久）の平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。
1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容    

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2.　監査の結果    
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人西日本監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人西日本監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年４月25日
株式会社　リテールパートナーズ　監査役会

常 勤 監 査 役 舟 川 眞 司 ㊞
社 外 監 査 役 上 田 和 義 ㊞
社 外 監 査 役 石 川 博 一 ㊞

以　上
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株　主　総　会　参　考　書　類
第１号議案　　剰余金の処分の件

　第63期の期末配当につきましては、企業体質の強化及び経営基盤安定のため引き続き内
部留保に努めるとともに、株主の皆様のご支援に報いるため、次のとおりといたしたいと
存じます。
　なお、配当の対象は平成28年２月29日現在における当社株主の皆様です。

1.　配当財産の種類
　金銭といたします。

2.　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき９円、総額238,922,613円

3.　剰余金の配当が効力を生じる日
　平成28年５月27日
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第２号議案　　定款一部変更の件
1.　提案の理由

⑴現行定款第17条（員数）について、経営統合の定着等により、取締役の員数の下限を削
　除するものであります。
⑵会計監査人について変更案第６章の各規定を新設するとともに、現行定款第35条及び第
　36条の変更を行い、規定の整備・明確化を図るものであります。

2.　変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案

第４章　取締役および取締役会

第17条　当会社の取締役会は７名以上15名以内とす
る。

第４章　取締役および取締役会

第17条　当会社の取締役会は15名以内とする。

(新　設) 第６章　会計監査人

(新　設) （選任）
第34条　会計監査人は、株主総会の決議によって選任
する。

(新　設) （任期）
第35条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了
する事業年度のうち、最後のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。

(新　設)

２.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の
決議がされなかったときは、当該定時株主総会におい
て再任されたものとみなす。
（報酬等）
第36条　当会社は、会計監査人の報酬等を監査役会の
同意を得て定める。
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現行定款 変更案
第６章　計　算

第34条　　　　　　（条文省略）

（剰余金の配当）
第35条　取締役会の決議により、毎事業年度末日の株
主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対
し、期末配当を行うことができる。
２.前項のほか、取締役会の決議により、毎年８月末日
の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に
対し、中間配当を行うことができる。

第７章　計　算

第37条　　　　　　（現行どおり）

（剰余金の配当等の決定機関）
第38条　当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第
１項各号に定める事項については、法令に別段の定め
がある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会
決議によって定める。

（新　設）

（自己株式の取得）
第36条　取締役会の決議により、市場取引等による自
己株式の取得を行うことができる。

第37条　　　　　　（条文省略）

（剰余金の配当の基準日）
第39条　当会社の期末配当の基準日は、毎年２月末日
とする。
２.当会社の中間配当の基準日は、毎年８月31日とす
る。

（条文削除）

第40条　　　　　　（現行どおり）
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第３号議案　　取締役７名選任の件
　本株主総会終結のときをもちまして、現任取締役全員（７名）は任期満了となります。
つきましては、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

１
た な か
田　中　

や す お
康　男

（昭和26年10月22日生）

昭和51年 ４月 島屋商事㈱入社

26,400株

平成 ４年 ４月 当社出向
平成 ５年 ４月 台湾丸久（股）総経理
平成 ８年 ８月 当社入社
平成10年 ６月 ㈱サンマート代表取締役社長
平成11年 ６月 当社経営企画室長
平成12年 ５月 当社取締役
平成13年 ３月 当社経営企画室長兼関連会社・関連事業

統轄部長
平成15年 ３月 当社経営企画室長兼関連会社・関連事業

本部長
平成15年 ３月 ㈱四季彩代表取締役社長
平成16年 ３月 同社代表取締役会長
平成16年 ４月 当社常務取締役
平成17年 ５月 ㈱サンマート代表取締役社長
平成18年 ９月 ㈱丸久保険サービス代表取締役社長
平成22年 ４月 当社代表取締役社長兼関連会社・関連事

業本部長
平成22年 ６月 当社代表取締役社長兼店舗開発本部管掌
平成24年 ６月 当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱丸久代表取締役社長

２
い け べ
池　邉　

や す ゆ き
恭　行

（昭和47年11月11日生）

平成 7 年 ４月 ㈱大分銀行入行

7,803株

平成16年 ８月 同行竹田支店係長
平成19年 ４月 同行竹田支店支店長代理
平成19年 ８月 同行臼杵支店支店長代理
平成20年 ８月 ㈱マルミヤストア入社顧問

同社代表取締役社長
平成20年12月 同社代表取締役社長兼経営企画室長
平成21年 ８月 同社代表取締役社長（現任）
平成

平成

22

27

年

年

５

７

月

月

地方卸売市場佐伯大同青果㈱取締役（現
任）
当社代表取締役副社長（現任）
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

３
た け の
武　野　

し げ と
茂　人

（昭和26年12月６日生）

昭和49年 ３月 当社入社

17,200株

昭和59年 ６月 当社本部商品部青果担当
平成10年 ５月 当社青果部長
平成15年 ３月 当社執行役員
平成22年 ３月 当社商品統轄部長兼青果部長
平成22年 ６月 当社上席執行役員
平成23年 ５月 当社取締役商品統轄部長兼関連会社・関

連事業本部長
平成24年 ７月 当社取締役商品統轄部長
平成25年 ５月 当社上席常務取締役営業本部長兼商品統轄部長
平成26年 １月 当社専務取締役営業本部長
平成27年 ５月 当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱丸久専務取締役営業本部長

４
し み ず
清　水　　　

みのる
実

（昭和34年８月28日生）

昭和62年 ４月 当社入社

4,400株

平成 ４年 ４月 当社本部財務経理部主任
平成 ６年 ４月 当社本部経営企画室主任
平成13年11月 当社アルク三田尻店店次長
平成15年 ３月 当社本部財務経理部マネージャー
平成19年 ５月 当社財務経理部長
平成21年 ３月 当社執行役員
平成23年 ５月 当社取締役財務経理部長兼システム管理部長
平成24年 ６月 当社取締役管理本部長兼システム管理部長
平成

平成

26

27

年

年

１

５

月

月

当社常務取締役管理本部長兼システム管
理部長兼グループ管理部長
当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱丸久常務取締役管理本部長兼システム
管理部長兼グループ管理部長

５
か わ の
川　野　

と も ひ さ
友　久

（昭和37年８月26日生）

昭和61年12月 南九州ユーシーシーベンディング㈱入社

4,043株

平成 ７年12月 ㈱ジョイフル入社
平成19年 ４月 ㈱マルミヤストア入社
平成19年 ８月 同社取締役経理部長
平成20年12月 同社取締役経理部長兼総務部長
平成21年 ８月 同社取締役経理部長
平成23年 ８月 同社取締役管理本部長兼経理部長
平成24年 ８月 同社常務取締役経理部長
平成26年11月 同社常務取締役経営企画室長兼総務部長

（現任）
平成27年 ７月 当社取締役（現任）
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

６
お き た
沖　田　

て つ よ し
哲　義

（昭和23年12月５日生）

昭和50年 ４月 沖田法律事務所開設、代表（現任）
－株平成23年 ５月 ㈱丸久取締役

平成27年 ５月 当社取締役（現任）

７
し ば お
柴　尾　

と し お
敏　夫

（昭和22年７月７日生）

昭和45年 ４月 ㈱大分銀行入行

－株

平成 2 年 ４月 同行本店営業部融資第一課課長
平成 5 年 ４月 同行西福岡支店長
平成 7 年 ４月 同行佐伯駅前支店長
平成10年 ６月 同行中島支店長
平成12年 ６月 同行審査部副部長
平成17年 ６月 大分ベンチャーキャピタル㈱取締役
平成23年 ４月 ㈱大分銀行ビジネスソリューション部参

与
平成25年 ４月 大分ベンチャーキャピタル㈱参与
平成27年 ７月 当社取締役（現任）

　(注)1.　当社と沖田哲義氏との間には、法律顧問契約を締結しております。その他の各候補者と当社との間に
は、いずれも特別の利害関係はありません。

2.　沖田哲義氏は社外取締役候補者であります。
沖田哲義氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を活か
した弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待するためであります。なお、
同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の
理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏の当社
社外取締役在任期間は、本株主総会終結の時をもって５年となります。

3.　当社は沖田哲義氏を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4.　柴尾敏夫氏は社外取締役候補者であります。

柴尾敏夫氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして
いただくことを期待するためであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本株主総会終結の時を
もって１年となります。

5.　当社は柴尾敏夫氏を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
6.　当社は、平成27年５月28日開催の当社第62期定時株主総会決議に基づき、平成27年７月１日付け

で、当社を持株会社化するために必要な一部の機能を除く一切の事業に関して有する権利義務を株式
会社丸久分割準備会社に承継させ、同日をもって純粋持株会社リテールパートナーズへ商号を変更し、
株式会社丸久分割準備会社は株式会社丸久へ商号を変更いたしました。
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第４号議案　　監査役補欠者１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名の選任をお
願いいたしたいと存じます。なお、下記候補者の選任は、就任前に限り、監査役会の同意
を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。
　また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
　補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

ふ り が な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ） 略歴及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

は し  も と  ひ ろ  き
橋　本　洋　樹

（昭和30年12月26日生）

昭和54年 ３月 当社入社

4,600株
平成12年 ９月 当社店舗運営部長
平成13年 ９月 当社アルク小郡店店長
平成20年10月 当社アルク廿日市店店長
平成21年 ３月 当社執行役員店舗運営部長兼アルク廿日市店店長
平成26年 １月 当社執行役員アトラス萩店店長（現任）

　(注)　候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
以　上
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株主総会会場ご案内図

会場　　山口グランドホテル　 ２階「孔雀の間」
山口県山口市小郡黄金町１番１号
電話（083）972－7777

小郡I.C中国自動車道

山口南I.C

国道
２号
線

山陽本線

山陽新幹線

新山
口駅

山
口
線

椹
野
川国

道
９
号
線

山
陽
自
動
車
道

Ｎ

山口グランドホテル

●　ＪＲ新山口駅　新幹線口より徒歩１分
●　中国自動車道　小郡インターより約７分
●　山陽自動車道　山口南インターより約10分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


